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熊
本
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
十
三
号

　
　
　

熊
本
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
細
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と

　

い
う
。
）
及
び
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
省
令
」

　

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
書
類
の
経
由
）

第
二
条　

法
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
申
請
書
、
届

　

書
そ
の
他
の
書
類
は
、
正
副
二
通
と
し
、
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
又
は
研
究
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
保

　

健
所
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
又
は
研
究
所
の
所
在
地
が
熊

　

本
市
の
区
域
に
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

（
業
務
等
の
廃
止
の
届
出
）

第
三
条　

法
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
業

　

務
等
廃
止
届
出
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
証
の
返
納
及
び
提
出
）

第
四
条　

法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準

　

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
証
の
返
納
は
、
指
定
証
返
納
届
出
書
（
別
記
第
二
号
様

　

式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
十
条
第
二
項
（
法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定

　

証
の
提
出
は
、
指
定
証
提
出
届
出
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
証
の
再
交
付
）

第
五
条　

法
第
十
一
条
第
一
項
（
法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

　

る
申
請
は
、
指
定
証
再
交
付
申
請
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
証
記
載
事
項
の
変
更
届
）

第
六
条　

法
第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る

　

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
指
定
証
記
載
事
項
変
更
届
出
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
に

　

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
事
故
の
届
出
）

第
七
条　

法
第
二
十
三
条
及
び
第
三
十
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
覚
せ
い
剤
（
覚
せ
い
剤
原
料
）

　

事
故
届
出
書
（
別
記
第
六
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
の
失
効
等
の
場
合
の
報
告
）

第
八
条　

法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
指
定
失
効

　

に
伴
う
覚
せ
い
剤
（
覚
せ
い
剤
原
料
）
所
有
数
量
報
告
書
（
別
記
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と

　

す
る
。

２　

法
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
指
定
失
効
に
伴

　

う
覚
せ
い
剤
（
覚
せ
い
剤
原
料
）
譲
渡
報
告
書
（
別
記
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
年
間
報
告
）

第
九
条　

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
（
研
究
者
）
施
用
（
使
用
）
数
量

　

等
報
告
書
（
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
雑
則
）

第
十
条　

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
の
相
当
規

　

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。
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